
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現

に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関

係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
四
号
）
及
び
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市

町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施

策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
等
に
関

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、

実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二

申
請
を
行
っ
た
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る

指
定
居

十
四
条
第
一
項
の

第
五
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
告
示
の
規
定
中
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、

八
号
）
の

障
害
支
援
区
分

障
害
程
度
区
分

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
平
均
障
害
程
度
区
分
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

第
六
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の



二
頁

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
告
示
の
規
定
中
「

」
と
あ
る
の
は

省
告
示
第
五
百
四
十
二
号
）

及
び
障
害
支
援
区
分

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る

「

」
と
、
「

及
び
障
害
程
度
区
分

障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会

省
令

平
成

年
厚
生
労
働
省
令
第
５
号

第
１
条
第
３
号

（

2
6

）

」
と
あ
る
の
は
「

に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

に

（

）

平
成

年
厚
生
労
働
省
令
第
５
号

2
6

障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

平
成

年
よ
る
改
正
前
の

（

1
8

厚
生
労
働
省
令
第

号
第
２
条
第
２
号

同
条
第
４
号

同
条
第
３
号

同
条
第
５

4
0

）

」
と
、
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
「

」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
「

」
と

号
同
条
第
４
号

同
条
第
６
号

同
条
第
５
号

同
条
第
７
号

あ
る
の
は
「

」
と
、
第
七
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

同
条
第
６
号

労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
三
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
告
示
の
規
定
中
「

」
と
あ
る
の
は

障
害
支
援
区
分

「

」
と
し
、
申
請
者
で
あ
っ
て
第
七
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
十
一

障
害
程
度
区
分

号
又
は
第
二
十
四
号
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
は
、
第
七
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第

四
号
、
第
十
二
号
又
は
第
二
十
五
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

平
成
二
十
六
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
等
に
関
す
る
告
示



三
頁

第
一

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
第
三
条
第
一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
四
号
イ
、
社
会
福
祉
士
介

護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
第
三
条
第
一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
四
号
イ
並
び
に
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る

省
令
第
四
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
及
び
事
業
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
告

示
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
第
一
号
中
「
障
害
児
入
所
施
設
」
を
「
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
、
共

同
生
活
介
護
」
を
削
り
、
第
二
項
第
二
号
中
「
障
害
児
入
所
施
設
」
を
「
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二

精
神
保
健
福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
一
般
養
成
施
設
等
指
定
規
則
第
三
条
第
一
項
第
十

号
及
び
精
神
障
害
者
の
保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
及
び
事
業
（
平
成
十
年
厚
生
省
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
中
「
障
害
児
入
所
施
設
」
を
「
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
中
「
、
共
同
生
活
介
護
」
を
削
る
。

第
三

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
第
五
条
第
十
四
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「

同
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

一

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
重
度
障
害
者
多
数
雇
用
事
業
所
施
設
設
置
等
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
三
百
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号



四
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二

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
障
害
者
能
力
開
発
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
三
号

）
第
一
条
第
三
号
イ

第
四

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援
並
び
に
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整

備
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
の
二
の
３
中
「
及
び
ケ
ア
ホ
ー
ム
（
共
同
生
活
介
護
を
行
う
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
二
の
一
中
「
ケ
ア
ホ
ー
ム
、
」
を
削
り
、
「
ケ
ア
ホ
ー
ム
等
」
を
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
」
に
改
め
る
。

、
共
同
生
活
介
護
」
を
削
り
、
同
三
の
表
中

を
「
共
同
生
活
援
助
」
に

別
表
第
三
の
三
中
「

「
共
同
生
活
援
助

共
同
生
活
介
護
」

改
め
、
「
又
は
ケ
ア
ホ
ー
ム
」
及
び
「
又
は
共
同
生
活
介
護
」
を
削
り
、
「
ケ
ア
ホ
ー
ム
等
」
を
「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
等
」
に
改
め
る
。

第
五

指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
五
号
中
「
で
あ
っ
て
常
時
介
護
を
要
す
る
障
害
者
等
」
を
「
又
は
重
度
の
知
的
障
害
若
し
く
は
精
神
障

害
に
よ
り
行
動
上
著
し
い
困
難
を
有
す
る
障
害
者
で
あ
っ
て
、
常
時
介
護
を
要
す
る
も
の
」
に
改
め
、
「
家
事
」
の



五
頁

下
に
「
、
当
該
障
害
者
が
行
動
す
る
際
に
生
じ
得
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
援
護
」
を
加
え
、
「
別
表
第

四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
別
表
第
五
又
は
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
六
又
は
別
表
第
七
」

に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
八
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
実
習
の
項
中
「
障
害
程
度
区
分
」
を
「
障
害
支
援
区
分
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
を
別
表
第
八
と
す
る
。

別
表
第
六
の

中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
七
と
し
、
別
表
第
五
を
別
表
第
六

(注)

と
し
、
別
表
第
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
五
（
第
五
号
関
係
）

区
分

科
目

時
間
数

備
考

講
義

強
度
行
動
障
害
が
あ
る
者
の
基
本
的
理
解
に

二
・
五

関
す
る
講
義

強
度
行
動
障
害
に
関
す
る
制
度
及
び
支
援
技

三
・
五

術
の
基
礎
的
な
知
識
に
関
す
る
講
義

演
習

基
本
的
な
情
報
収
集
と
記
録
等
の
共
有
に
関

一

す
る
実
習

行
動
障
害
が
あ
る
者
の
固
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

二
・
五



六
頁

ー
シ
ョ
ン
の
理
解
に
関
す
る
実
習

行
動
障
害
の
背
景
に
あ
る
特
性
の
理
解
に
関

二
・
五

す
る
実
習

合
計

一
二

第
六

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
平
均
障
害
程
度
区
分
の
算
定
方
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
本
文
中
「
平
均
障
害
程
度
区
分
」
を
「
平
均
障
害
支
援
区
分
」
に
改
め
る
。

本
文
中
「
第
百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
」

を
「
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
七
十
条
の
二
」
に
、
「
及
び
障
害
程
度
区
分
」
を
「
及
び
障
害

障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

平

支
援
区
分
」
に
、
「

（

成
年
厚
生
労
働
省
令
第

号
第
２
条
第
２
号

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び

1
8

4
0

）

」
を
「

（

2
6

）

」
に
、
「

」
を

判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

平
成

年
厚
生
労
働
省
令
第
５
号

第
１
条
第
３
号

同
条
第
３
号

「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

同
条
第
４
号

同
条
第
４
号

同
条
第
５
号

同
条
第
５
号

同
条
第
６
号

」
を
「

」
に
改
め
る
。

同
条
第
６
号

同
条
第
７
号

第
七

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
イ
の
⑼
中
「
障
害
程
度
区
分
」
を
「
障
害
支
援
区
分
」
に
改
め
、
第
二
十
五
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
中



七
頁

「
行
動
関
連
項
目
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
行
動
関
連
項
目
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
行
動
関
連
項
目
が

見
ら
れ
る
頻
度
等
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
０
点
の
欄
か
ら
２
点
の
欄
ま
で
に
当
て
は
め
て
算
出
し
た
点
数
の
合
計
が
八

点
以
上
で
あ
る
こ
と
。
」
を
「
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
」
に
改
め
、
同
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
二
十
三

号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
号
イ
の
⑼
中
「
障
害

程
度
区
分
」
を
「
障
害
支
援
区
分
」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
中
「
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市

町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
号

第
一
条

（
）

第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
程
度
区
分
認
定
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
同
令
別
表
第
二
第
一
の
認
定
調
査
票

以
下
「

（

認
定
調
査
票
」
と
い
う
。

に
お
け
る
調
査
項
目
中
６
―
３
―
イ
、
６
―
４
―
イ
、
７
の
ツ
及
び
７
の
ナ
か
ら
７
の

）

フ
ま
で
の
行
動
に
関
す
る
調
査
項
目
並
び
に
て
ん
か
ん
発
作
の
頻
度

以
下
「
行
動
関
連
項
目
」
と
い
う
。

に
つ

（
）

い
て
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
行
動
関
連
項
目
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
行
動
関
連
項
目
が
見
ら
れ
る
頻
度
等
を
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
０
点
の
欄
か
ら
２
点
の
欄
ま
で
に
当
て
は
め
て
算
出
し
た
点
数
の
合
計
が
八
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

」
を
「
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号

を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
イ
の
⑼
中
「
障
害
程
度
区
分
」
を
「
障
害
支
援
区
分
」
に
改
め
、
同
号
を
第
九
号
と
し
、

第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
イ
の
⑽
中
「
障
害
程
度
区
分

」
を
「
障
害
支
援
区
分
」
に
改
め
、
同
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
２
の
１
の
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
１
の
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る



八
頁

基
準

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

平
成
二
十
六
年
厚
生

（

労
働
省
令
第
五
号

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
同
令
別
表
第
一
に

）

お
け
る
調
査
項
目
中
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
、
「
説
明
の
理
解
」
、
「
大
声
・
奇
声
を
出
す
」
、
「
異
食
行
動

」
、
「
多
動
・
行
動
停
止
」
、
「
不
安
定
な
行
動
」
、
「
自
ら
を
傷
つ
け
る
行
為
」
、
「
他
人
を
傷
つ
け
る
行
為
」

、
「
不
適
切
な
行
為
」
、
「
突
発
的
な
行
動
」
及
び
「
過
食
・
反
す
う
等
」
並
び
に
て
ん
か
ん
発
作
の
頻
度
（
以
下

「
行
動
関
連
項
目
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
行
動
関
連
項
目
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
行

動
関
連
項
目
が
見
ら
れ
る
頻
度
等
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
０
点
の
欄
か
ら
２
点
の
欄
ま
で
に
当
て
は
め
て
算
出
し
た
点

数
の
合
計
が
十
点
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
六
号
を
削
り
、
第
二
十
七
号
中
「
第

の

」
を
「
第
９
の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、

10

14

14

第
二
十
八
号
中
「
第

の

」
を
「
第
９
の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
九
号
中
「
第

の

10

15

15

11

９
」
を
「
第

の
９
」
に
改
め
、
同
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
三
十
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改

10

11

10

10

10

め
、
同
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
三
十
一
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
号
と

12

13

11

13

し
、
第
三
十
二
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
三
十
三
号
中
「
第

12

14

11

14

の

」
を
「
第

の

」
に
、
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十

13

13

12

13

13

12

四
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
三
十
五
号
中
「
第

の

」
を

13

16

12

16

13

17
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「
第

の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
四
号
と
し
、
第
三
十
六
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
、
「
第

12

17

13

13

12

13

の

」
を
「
第

の

」
に
、
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
、
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
、
「

14

11

13

11

15

12

14

12

14

13

第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
七
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

15

14

14

15

13

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、
第
三
十
八
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
、
同
号
を
第

15

14

16

13

16

三
十
七
号
と
し
、
第
三
十
九
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
第
四
十

15

17

14

17

号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
第
四
十
一
号
中
「
第

の
９
」
を
「

15

18

14

18

16

第

の
９
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
十
号
と
し
、
第
四
十
二
号
中
「
第

の

」
を
「
第

の

」
に
改
め
、
同
号

15

16

10

15

10

を
第
四
十
一
号
と
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

行
動
関
連
項
目

０
点

１
点

２
点

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

１
．
日
常
生
活
に
支
障
が
な
い

２
．
特
定
の
者

４
．
独
自
の
方

シ
ョ
ン

で
あ
れ
ば
コ

法
で
コ
ミ
ュ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー

ニ
ケ
ー
シ
ョ

シ
ョ
ン
で
き

ン
で
き
る

る

５
．
コ
ミ
ュ
ニ

３
．
会
話
以
外

ケ
ー
シ
ョ
ン
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の
方
法
で
コ

で
き
な
い

ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
き

る

説
明
の
理
解

１
．
理
解
で
き
る

２
．
理
解
で
き

３
．
理
解
で
き

な
い

て
い
る
か
判

断
で
き
な
い

大
声
・
奇
声
を

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日

出
す

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

異
食
行
動

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

多
動
・
行
動
停

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日
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止

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

不
安
定
な
行
動

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

自
ら
を
傷
つ
け

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日

る
行
為

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

他
人
を
傷
つ
け

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日

る
行
為

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

不
適
切
な
行
為

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日
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必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

突
発
的
な
行
動

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

過
食
・
反
す
う

１
．
支
援
が
不
要

２
．
希
に
支
援
が

３
．
月
に
１
回
以

４
．
週
に
１
回

５
．
ほ
ぼ
毎
日

等

必
要

上
の
支
援
が
必

以
上
の
支
援

（
週
５
日
以

要

が
必
要

上
の
）
支
援

が
必
要

て
ん
か
ん

１
．
年
に
１
回
以
上

２
．
月
に
１
回

３
．
週
に
１
回

以
上

以
上

第
八

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
等

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
イ
の
⑵
中
「
共
同
生
活
介
護
、
」
を
削
り
、
同
号
へ
中
「
第
百
三
十
七
条
又
は
第
二
百
七
条
」
を
「
第
二
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百
七
条
又
は
第
二
百
十
三
条
の
二
」
に
、
「
指
定
共
同
生
活
介
護
又
は
指
定
共
同
生
活
援
助
」
を
「
指
定
共
同
生
活

援
助
又
は
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
」
に
、
「
第
百
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
百
八
条
第
一
項

」
を
「
第
二
百
八
条
第
一
項
又
は
第
二
百
十
三
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
指
定
共
同
生
活
介
護
事
業
所
又
は
指
定
共

同
生
活
援
助
事
業
所
」
を
「
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
又
は
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所

」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
九

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
光
熱
水
費
及
び
居
室
の
提
供
に
要
す
る
費
用
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る
指
針

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
ロ
中
「
第
五
条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十

指
定
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
心
身
の
状
態
」
を
「
支
援
の
度
合
」
に
改
め
る
。

第
十
一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
八
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
九
号
イ
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
る
。

第
十
二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
並
び
に
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所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第
９
の
１
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
中
「
第

10

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
、
同
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め

11

10

12

11

、
同
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
、
同
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
中

13

12

「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
、
同
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に

14

13

15

14

改
め
、
同
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
世
話
人
」

16

15

の
下
に
「
、
生
活
支
援
員
」
を
加
え
、
同
号
を
第
十
号
と
す
る
。

第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
１
の
２
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
７
の

15

⑴
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
百
十
三
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
を
い
う
。
）
の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
員
数
の
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
規
定
に
よ
り
、

百
分
の
七
十



一
五
頁

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業

所
に
置
く
べ
き
世
話
人
又
は
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任

者
の
員
数
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
。

第
十
三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
令
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
五
百
五
十
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
七
十

条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等

第
一
号
中
「
第
百
七
十
一
条
並
び
に
」
を
削
り
、
「
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
」
を
「
第
百
七
十
条
の
二

」
に
改
め
る
。

第
四
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第
９
の
１
」
に
改
め
る
。

10

第
十
四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。



一
六
頁

第
五
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第
９
の
１
」
に
改
め
る
。

10

第
九
号
中
「
第
９
の
８
の
注
、
第

の

の
注
２
、
第

の
５
の
９
」
を
「
第
９
の

の
注
２
、
第

の
５
の
９

10

11

12

11

11

」
に
、
「
第

の
６
」
を
「
第

の
６
」
に
改
め
る
。

16

15

第
十
号
中
「
第

の
１
」
を
「
第

の
１
」
に
改
め
る
。

11

10

第
十
五

障
害
児
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
の
障
害
の
程
度
」
を
「
に
必
要
と
さ
れ
る
支
援
の
度
合
」
に
、
「
定
め
る
程
度
」
を
「
定
め
る
支
援
の

度
合
」
に
、
「
認
め
る
程
度
」
を
「
認
め
る
支
援
の
度
合
」
に
改
め
る
。

第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
と
す
る
程
度
」
を
「
と
す
る
場
合
に
お
け
る
支
援
の
度
合
」
に
、
「
有
す
る
程
度
」
を

「
有
す
る
場
合
に
お
け
る
支
援
の
度
合
」
に
、
「
準
ず
る
程
度
」
を
「
準
ず
る
場
合
の
支
援
の
度
合
」
に
改
め
る
。

第
三
号
中
「
し
な
い
程
度
」
を
「
し
な
い
場
合
の
支
援
の
度
合
」
に
、
「
す
る
程
度
」
を
「
す
る
場
合
に
お
け
る

支
援
の
度
合
」
に
改
め
る
。

第
十
六

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第
二
条
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー

ビ
ス
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
、
「
同

条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。



一
七
頁

第
十
七

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
の
四
の
四
の
⑻
中
「
、
同
令
第
百
三
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
介
護
事
業
者
」
を
削
り
、
「
及
び

同
令
第
二
百
八
条
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
」
を
「
、
同
令
第
二
百
八
条
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生

活
援
助
事
業
者
及
び
同
令
第
二
百
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
者
」

に
改
め
、
同
四
の
四
の
⑽
中
「
第
五
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
五
条
第
二
十
四
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
六
項
」
を

「
同
条
第
二
十
五
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
十
七
条
第
二
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者(
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
号
中
「
第

の
８
」
を
「
第

の
８
」
に
、
「
第

の
８
」
を
「
第

の
８
」
に
改
め
る
。

12

11

13

12

第
十
九

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
共
同
生
活
住
居
費
の
基
準
費
用
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
（
平
成
二
十
三

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
本
文
中
「
共
同
生
活
住
居
費
」
を
「
居
住
費
」
に
改
め
る
。

第
二
十

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。



一
八
頁

一

指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
）
第
一
号
ロ
㈢

二

障
害
児
通
所
支
援
又
は
障
害
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（

平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
号)

第
一
号
イ
⑶

第
二
十
一

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー
ビ

ス
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
、
同
条
第
十
項
の
共
同
生
活
介
護
」
を
削
り
、
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十
二
項
」
に
、
「
同

条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
四
項
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
」

を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。


